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           【議案（予算 その３）４頁 定県第118号議案】 

 

Ⅰ 令和２年度一般会計11月補正予算繰越明許費について 

 （単位 千円） 

款 項 事   業   名 金  額 

６ 労 働 費   60,000 

１ 労 政 費     60,000 

働 き 方 改 革 推 進 事 業 費 60,000 

８ 商 工 費   7,500,000 

１ 商工総務費     7,500,000 

県 内 消 費 喚 起 対 策 事 業 費 7,500,000 

産 業 労 働 局 計  7,560,000 
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【議案（条例その他 その４）65頁 定県第151号議案】 

 

Ⅱ 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所定款の変更の概要 

 

(1) 変更の趣旨 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律の制定による地方独立行政法人法の一部改正に

伴い、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（以下「法人」

という。）の業務の範囲を変更するなど、所要の改正を行うものである。 

 

(2) 変更の内容 

ア 業務の範囲への出資業務の追加 

業務の範囲に、法人の試験研究の成果を実用化するために必要な研

究開発その他の事業を実施する者に対する出資を位置付ける。 

イ 株式又は新株予約権の取得及び保有に係る規定の追加 

成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得し、保有する

ことができることを規定する。 

 

(3) 施行期日 

令和３年４月１日 


